
DPC制度（急性期入院医療の定額報酬算定）の見直し等① 
基礎係数（病院群別）の導入と調整係数の段階的・計画的な廃止 
定額報酬設定方法の変更 
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病院毎の診療実績 
（機能評価係数Ⅱ） 

 今後、段階的・計画的に移行 
 （平成30年度に完了） 

病院群の設定（DPC病院Ⅰ群～Ⅲ群） 

制度 
創設時 
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DPC病院Ⅱ群の要件 
（大学病院本院に準じた診療密度と一定の機能を有する病院） 

以下の実績要件1～4 を全て満たす病院 
（特定機能病院は実績要件2を除く） 

【実績要件1】 診療密度 
【実績要件2】 医師研修の実施 
【実績要件3】 高度な医療技術の実施 
【実績要件4】 重症患者に対する診療の実施 

暫定 
調整 
係数 
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DPC制度（急性期入院医療の定額報酬算定）の見直し等② 
機能評価係数Ⅱの見直し（病院群別・評価体系の導入と評価項目の拡充） 

 ■急性期入院医療を担う医療機関の機能や役割の分析・評価を推進 
  DPC対象病院について、外来診療に係るデータの提出に対応 

  （新） 機能評価係数Ⅰ データ提出加算２ 

  DPC対象病院以外の急性期病院について、DPCフォーマットデータの提出を評価 
（新） データ提出加算１ イ（200床以上）  １００点、 ロ（200床未満）  １５０点（入院診療のみ提出）（退院時一回） 
（新）             ２  イ（200床以上） １１０点、 ロ（200床未満）  １６０点（入院診療と外来診療を提出）（退院時一回） 

 

DPCデータ提出評価の充実 

 ■病院群別・評価体系の導入による機能分化の推進 
 「複雑性」「カバー率」「地域医療」の群別評価と病院群の特性に応じた評価基準の導入  
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 【例１】「地域医療」の救急医療体制評価指数： 
      Ⅰ・Ⅱ群は救命救急センターを重点評価 
      Ⅲ群は二次救急輪番への参加を重点評価 

 【例２】「カバー率」：Ⅲ群は専門診療に配慮 
■評価項目の拡充 
 （新）地域医療貢献の定量評価指数を導入 
               （地元医療圏の患者割合） 
 （改）体制評価指数の見直し 
    ・７項目⇒１０項目に拡充（評価上限も設定） 
    ・ポイント評価で一定の実績を考慮 
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一般病棟（13:1，15:1）における長期療養患者の実態に合わせた評価体
系の見直しを行い、より適切な医療機関の機能分化を推進する。 
 
① 90日を超えて入院する患者を対象として、療養病棟と同等の報酬体

系（医療区分及びADL区分を用いた包括評価）とする。 
② 90日を超えて入院する患者を対象として、出来高算定とするが、平均

在院日数の計算対象とする。 
 
①、②の取扱いについて、病棟単位で、医療機関が選択することとする。 

慢性期入院医療の適切な評価 

一般病棟における長期療養の適正化 
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医療提供しているが、医療資源の少ない地域に配慮した評価 

自己完結した医療提供をしており、医療従事者の確保等が困難かつ医療機関が少ない２次
医療圏及び離島にある医療機関について、評価体系を見直し、地域医療の活性化を促す。 
  ※特定機能病院、200 床以上の病院、ＤＰＣ対象病院及び一般病棟７対１、10 対１入院基本料を算定している病院を除く 
 
 一般病棟入院基本料の届出について、病棟毎の届出を可能とする。 
 

 亜急性期入院医療管理料について看護配置等を緩和した評価を新設する。 
  (新)   亜急性期入院医療管理料１                １,７６１点（１日につき） 
  (新)   亜急性期入院医療管理料２                          １,６６１点（１日につき） 
  

[施設基準] 
看護職員配置が常時15対１ 
 

 チームで診療を行う入院基本料等加算について、専従要件を緩和した評価を新設する。 
  (新)   栄養サポートチーム加算                            １００点（週１回） 
  (新)   緩和ケア診療加算                                ２００点（１日につき） 
 
 １病棟のみの小規模な病院について、病棟に応じた評価を新設する。 
  (新)   特定一般病棟入院料                       13 対１入院料  １,１０３点 
                                   15 対１入院料       ９４５点 

地域に配慮した評価 

４３ 



診療所の機能に着目した評価① 

 有床診療所における質の高い緩和ケア医療に対する評価を新設し、
緩和ケアの推進を図る。  

  （新）  有床診療所緩和ケア診療加算  １５０点（１日につき）            
［施設基準］   

① 夜間に看護職員を１名以上配置していること。 
② 身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師、緩和ケアの経験を有する常勤看護師（医師もしくは

看護師の一方は緩和ケアに関する研修修了者）が配置されていること。 
    

         
                         

有床診療所における緩和ケアの推進 

 有床診療所における、ターミナルケアに対する評価を新設し、看取り
を含めたターミナルケアを充実を図る。  

      （新）  看取り加算 
           在宅療養支援診療所の場合   ２,０００点 
           その他の場合                                １,０００点            

［施設基準］    ① 夜間に看護職員を１名以上配置していること。 
    

         
                         

有床診療所におけるターミナルケアの推進 
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診療所の機能に着目した評価② 

 有床診療所の入院基本料の評価は、一般病床、療養病床で区別さ
れているが、両方の病床を有する診療所については、双方の要件を満
たしている場合に限り、患者像に応じた相互算定を可能とする。 
 
   介護療養病床入院患者が急性増悪した際に、医療保険を算定できる

病床は２室８床に限られているが、より柔軟な運用を可能とするため、
全介護療養病床について算定可能とする。 

    

         
                         

有床診療所の柔軟な病床運用 
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薬局における薬学的管理及び指導の充実 

 算定要件が不明確であるなどの指摘があることから、ハイリスク薬（要注意薬）服用患

者に対し、その効果や関連副作用の有無等の確認すべき内容等を明確化する。                

 薬局における薬学的管理指導の充実を図るため、お薬手帳を通じた情報提供、残薬
確認、後発医薬品に関する情報提供を包括的に評価する。 
 

 
 
 

６歳未満の乳幼児への服薬指導を充実させるため、乳幼児への服薬指導に対する評

価を、薬学管理料の加算として新設する。   
       （新）  乳幼児服薬指導加算  ５点（処方せんの受付１回につき）           

６歳未満の乳幼児への服薬指導に対する評価 

薬剤服用歴管理指導料における包括的評価の拡充 

ハイリスク薬について薬学的管理指導項目の明確化 

現行 
薬剤服用歴管理指導料 ３０点 

  － 

  － 

薬剤情報提供料  １５点 

 ・ お薬手帳を通じた情報提供 

改定後 

薬剤服用歴管理指導料 ４１点 
 ・ 残薬の有無の確認 （新規要件） 

 ・ 後発医薬品に関する情報提供 （新規要件） 

 ・ お薬手帳を通じた情報提供 薬剤服用歴管理指導料の要件 

薬剤情報提供料 廃止 
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後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進 

 薬剤情報提供文書を活用した後発医薬品の情報提供※を評価する。 
 

 後発医薬品の調剤数量に係る評価について算定要件を見直す。 

 
                         

薬局における取組の評価 

 後発医薬品の使用割合に応じた段階的な評価を導入する。 
   ３０点（採用品目割合：２０％） → ２８点（採用品目割合：２０％以上） 
                         ３５点（採用品目割合：３０％以上 ） 
 薬局での後発医薬品の調剤を行いやすくするため、医師が後発品がある医薬品について、一般名処方を

行った場合の評価を新設する。 
         （新）  一般名処方加算    ２点（処方せん交付１回） 
 
 
 諸外国の例にならい、個々の処方薬※ごとに、後発医薬品への変更の可否を明示するよう処方せん様式

を見直す。 

 

 

 
                         

医療機関における取組の評価等 

※ これまでは、処方薬全体で変更の可否を明示。 

現行 
調剤数量割合 ２０％    ６点 
          ２５％   １３点 
          ３０％   １７点 

改定後 

調剤数量割合 ２２％    ５点 
          ３０％   １５点 
          ３５％   １９点 

銘柄名処方（現行） 
原則、当該銘柄を用いて調剤 

一般名処方（改定後） 

有効成分が同一であれば、どの後発医薬品も調剤可能 

※ 薬剤服用歴管理指導料における薬剤情報提供文書に、後発医薬品の有無、価格等の情報を付加。 
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 CT撮影及びMRI撮影については、新たな医療機器の開発や撮影方法の登場などの技術の進歩が著しく、診断

や治療の質の向上に資するイノベーションを適切に評価する観点から、画像診断撮影の評価体系を見直し、より
質の高い診断治療の推進を図る。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ［施設基準］CT撮影の64列以上の場合、MRI撮影の3テスラ以上の場合については、画像診断管理加算2（※）が算定できる施設
に限る。専従の診療放射線技師が1名以上。 

 ※放射線科を標榜している病院であることや画像診断を専ら担当する常勤の医師が1名以上配置されていることなど4項目が要件                   

コンピューター断層撮影診断料の見直し 

評価体系の見直し 

 高い機能を有するCT撮影装置（４列以上のマルチスライス型の機器）及びMRI撮影装置（１．５テスラ以上
の機器）の施設基準の届出にあたり、安全管理責任者の氏名や、CT撮影装置やMRI撮影装置、造影剤注
入装置の保守管理計画をあわせて提出することとする。 

医療機器の保守管理に関する評価 

コンピューター断層撮影装置  １ CT撮影 

イ 64列以上のマルチスライス型の機器の場合 950点 

ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による
場合 900点 

ハ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器による
場合 780点 

ニ イ、ロ、ハ以外の場合 600点 

コンピューター断層撮影装置  １ CT撮影 

イ 16列以上のマルチスライス型の機器による場合 900点 

ロ 2列以上16列未満のマルチスライス型の機器による
場合 820点 

ハ イ、ロ以外の場合 600点 

磁気共鳴コンピューター断層撮影（MRI撮影） 

１ 3テスラ以上の機器による場合 1,400点 

２ 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合 1,330点 

３ １、２以外の場合 950点 

磁気共鳴コンピューター断層撮影（MRI撮影） 

１ 1.5テスラ以上の機器による場合 1,330点 

２ １以外の場合  1,000点 
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 長期に及ぶ慢性維持透析患者の合併症に対し、近年有効性が明らかになりつつある新しい治療法（オンライ
ン血液透析濾過）を評価を行い、より質の高い透析医療の推進を図る。 

  （新）慢性維持透析濾過（複雑なもの）   2,255点（１日につき） 
 ［算定要件］ 血液透析濾過のうち、透析液から分離作成した置換液を用いて血液透析濾過を行っている場合 

 ［施設基準］ 透析水質確保加算２（※）を算定していること （※：透析液の水質を確保するため、水質検査を実施するなどの基準を満たした場合の加算）  
         

オンライン血液透析濾過では使用する透析液について、より厳格な水質管理が求められることから、透析液水
質確保加算について段階的な評価を行う。 

 
 
 
 ［施設基準］ 
    ①月１回以上水質検査を実施し、関係学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作成し、 
      使用していること。 
    ②透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が１名以上配置さ 
      れていること。 
              
 包括薬剤の価格やエリスロポエチン製剤の使用実態に応じた点数の見直しを行う。                     

人工腎臓の適正な評価 

新たな技術の評価及び評価の見直し 

人工腎臓（1日につき） １慢性維持透析を行った場合 

イ 4時間未満の場合 2,040点 

ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,205点 

ハ 5時間以上の場合 2,340点 

人工腎臓（1日につき） １慢性維持透析を行った場合 

イ 4時間未満の場合 2,075点 

ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,235点 

ハ 5時間以上の場合 2,370点 

人工腎臓（1日につき）  

１ 透析水質確保加算１ 8点 

２ 透析水質確保加算２ 20点 

人工腎臓（1日につき）  

透析液水質確保加算 10点 
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 １つの検査項目に、分析物の有無を判定する定性検査や分析物の量を精密に測定
する定量検査など、有用性の異なる複数の検査が含まれる場合に、医学的な有用性
を踏まえ、区分の細分化を行う。 

例）プロテインS → プロテインS活性、プロテインS抗原 
  マイコプラズマ抗体価 → マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量 

検体検査の評価の見直し 

検査区分の細分化 

 標準検査名称・標準検査法名称を参考に検体検査の名称を見直す。   
例）単純ヘルペスウイルス特異抗原 → 単純ヘルペスウイルス抗原定性  

     梅毒脂質抗原使用検査（定性） → 梅毒血清反応（STS）定性 

検体検査名称の見直し 

 医療技術評価分科会での評価や実勢価格を踏まえ、検体検査実施料の引き上げを
行う。 

例）WT1ｍRNA核酸増幅検査            2,000点 →  2,520点 
  細菌培養同定検査 血液，穿刺液        150点 →       190点 
  結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査  550点 →       850点 

検体検査実施料の見直し 
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